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しかしながら、刑法犯の検挙者のうち
約半数が再犯者であり、犯罪の繰り返しを
いかに防⽌するかが重要となっています。

刑務所出所者の２年以内再⼊率(※)は減少しており、
政府⽬標（16％）(※)まであと⼀歩となっています。

刑務所出所者の２年以内再⼊率の推移
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(令和元年版再犯防⽌推進⽩書）

(令和元年版再犯防⽌推進⽩書）
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初犯者

刑法犯検挙⼈員・再犯者率の推移

再犯者

（平成）
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H30年
出所者

（速報値）

※２年以内再⼊率︓出所等年を含む２年間（出所等した年の翌年の年末まで）において刑務所等に再⼊所等する者の割合
※政府⽬標︓「再犯防⽌に向けた総合対策」における令和３年までの⽬標値
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地域社会に戻っても、
必要な⽀援を受けられずに孤⽴し、

再犯に⾄ってしまうことがあります。

犯罪や⾮⾏をした⼈の中には、
様々な「⽣きづらさ」を抱えている⼈がいます。

約６割が⾼卒未満

１割以上が⾼齢者

１割以上が精神障害あり

新受刑者の教育程度

⾼卒未満
60.7%

⾼卒以上
38.6%

新受刑者の精神診断

精神障害あり
15.0% 精神障害なし

83.9%

新受刑者の年齢

65歳以上
12.2%

64歳以下
87.8%

新受刑者の犯罪時居住状況

住居不定
18.3%

定住
79.0%

新受刑者の犯罪時就労状況

無職
69.1%

有職
30.8%

約７割が犯罪時無職 約２割が犯罪時住居不定

（平成３０年矯正統計年報）

再犯防止の課題再犯
防止

仕事がない ⾼齢である

⾼卒未満である

住居がない

精神障害がある

前科があること 関係機関の連携不⾜ 地域において孤⽴社会復帰 再犯
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再犯防⽌のために国・地⽅公共団体・⺠間協⼒者の三者
が連携し、「息の⻑い」⽀援をすることが明記されました。

これまでの再犯防⽌対策の主な範囲

保護観察所

警察・検察

矯正施設

早期の⽴ち直りに向け、地域社会の中で継続的に⽀援を受けながら⽣活

仮釈放・仮退院となる⼈

保健・医療
機関

満期釈放となる⼈

不起訴・執⾏猶予となった者など

教育

受刑者・少年院在院者

福祉施設 住宅

仕事や地域活動の担い⼿となり、地域社会を⽀える⼈材へ

地域社会の⽀援

刑期等を満了

協⼒雇⽤主
企業

再犯防止推進法再犯
防止

平成２８年１２⽉、再犯防⽌を進めるための
新しい法律が成⽴しました。

ポ イ ン ト

保護観察処分・保護観察付執⾏猶予の⾔渡しを受けた⼈

再犯
防止



の

切れ⽬のない
指導及び⽀援
の実施

犯罪被害者等
の存在を⼗分に
認識して実施

社会情勢等に
応じた効果的な
施策の実施

広報等による
国⺠の関⼼と
理解の醸成

国・地⽅・⺠間
の緊密な

連携協⼒の確保

①就労・住居の確保等

②保健医療・福祉サービスの利⽤の促進等

③学校等と連携した修学⽀援の実施等

④犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等

⑤⺠間協⼒者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進等

⑥地⽅公共団体との連携強化

⑦関係機関の⼈的・物的体制の整備等

成果指標︓出所者の２年以内再⼊率など

本つ５ 針方基

題重の 点つ 課７

再犯防止推進計画再犯
防止

国⺠が犯罪による被害を受けることを防⽌し、
安全で安⼼して暮らせる社会の実現を図るため、

今後５年間で政府が取り組む施策を盛り込んだ計画です。

再犯
防止



ポ イ ン ト

国による保護観察対象者の雇⽤の推進や、
公共調達における協⼒雇⽤主の受注の機会の増⼤等、
対象者や雇⽤主の⽅への⽀援の充実に取り組んでいます。

事情を理解した上で彼らを雇ってくださる協⼒雇⽤主の
確保や社会的評価の向上に向けた取組を⼀層推進します。

無職者 有職者

(平成2６年から平成３０年法務省調査累計）

保護観察対象者における就労状況別再犯率

24.6%

7.7%

アセスメント機能を強化し、特性を的確に把握します。
ポ イ ン ト

特性に応じた指導などを充実させます。
円滑に学びの継続ができるよう修学⽀援を推進します。

⼼理検査の様⼦
（少年鑑別所）

改善指導の様⼦
（刑務所）

社会貢献活動の様⼦
（保護観察所）

修学⽀援ハンドブック
（少年院）

特性に応じた指導 修学⽀援アセスメント

再犯防止の取組①再犯
防止

仕事がある者の再犯率は
仕事がない者の約３分の１ 就労の確保は、犯罪や⾮⾏から

⽴ち直る上での重要なカギ

協⼒雇⽤主の様⼦

犯罪や⾮⾏をした⼈の就労や、
彼らを雇⽤してくださる⽅を⽀援しています。

犯罪や⾮⾏をした⼈の特性に応じた指導や
修学⽀援の充実に取り組んでいます。



地域の⽀援ネットワークを構築することで、
「息の⻑い」⽀援の実現を⽬指します。

ポ イ ン ト

地域の社会資源

地域の社会資源

地域の社会資源

就労⽀援団体

就労⽀援
窓⼝

保健医療機関

福祉施設

⽣活⽀援団体

学校・
学習⽀援団体

市区町村

公営住宅・
空き家等

医療・福祉
窓⼝

住居⽀援
窓⼝

刑事司法機関

必要な情報提供等を積極的に⾏うことで、
地⽅公共団体が、地域の実情に応じた再犯防⽌施策を

検討・実施できるようにしています。

ポ イ ン ト

⽀援対象者

地⽅公共団体

犯罪や⾮⾏をした⼈は、
地域に帰ってきます。

都道府県等は、
市町村との調整を⾏います。

調整

調整

調整

市町村では、地域の様々な
社会資源を活⽤し、
⽴ち直りをサポートします。

地⽅公共団体における
地⽅計画策定状況 【その他の市町村】

２６ 団体31団体

1６団体 5団体

15団体

■策定済み
■検討中

地⽅公共団体の再犯防⽌に関する取組を促進しています。

（令和２年４⽉１⽇現在）

市区町村

市区町村

【都道府県】 【政令指定都市】

策定済み︓６２ 団体

再犯防止の取組②再犯
防止

２

２

１

都道府県等



幅広い年齢層・多様な職業の⽅々へ働き掛けています。
⺠間協⼒者の⽅々の存在を広めています。

⼀時的な居場所である更⽣保護施設や⾃⽴準備ホーム
を確保します。

ポ イ ン ト

定住先となる住居を確保します。

平均65.1歳

47,245⼈

保護司による
⾯接の様⼦

保護司の⼈員・平均年齢の推移
（令和元年版犯罪⽩書）

更⽣保護⼥性会の活動の様⼦

満期釈放
（帰住先あり）

37.7％

満期釈放
（帰住先なし）

51.4％

(平成24年版犯罪⽩書）

仮釈放
10.9％

（平成３０年矯正統計年報）

知⼈・雇主 10.7％

親族
29.1%

不明その他
42.6%

施設等 9.7％
⾃宅
7.9％

刑務所満期出所者の帰住先 出所後３⽉未満再⼊者の前刑時出所状況

刑務所満期出所者のうち
４割以上が適当な帰住先なし

帰住先がないまま出所した者は
再犯に⾄るまでの期間が短い

 63.6

 63.8

 64.0

 64.2

 64.4

 64.6

 64.8

 65.0

 65.2

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

24 25 26 27 28 29 30 31

⾼齢化

⼈員減少

ポ イ ン ト

様々な⽅に⺠間協⼒者として活動して
いただけるよう、積極的に働き掛けています。

地域社会における居場所の確保を進めています。

再犯防止の取組③再犯
防止



⼀層効果的な⼊⼝⽀援の在り⽅を検討しています。

薬物事犯者の再犯防⽌対策の在り⽅を検討しています。

（平成30年版犯罪⽩書）

微罪処分の
年齢別構成⽐

微罪処分の約４割を
⾼齢者が占めています。

刑事司法の⼊⼝（刑事施設に⼊所するに⾄る前）
の段階で、関係機関が連携し、⾝柄釈放時等に
福祉サービスに橋渡しする取組

早期の段階で福祉的⽀援に結び付け、再犯を防ぎます。

・刑の⼀部執⾏猶予制度の運⽤状況
・地域の医療機関等の整備状況等
・海外における各種拘禁刑に代わる措置

覚せい剤取締法による検挙者の６割以上が過去に同じ罪で検挙されています。

覚せい剤取締法
による検挙⼈員中の
同⼀罪名再犯者⼈員等

(令和元年版犯罪⽩書）

※更⽣保護施設に求められる役割は多様化・⾼度化しています。

⼊⼝⽀援
福
祉
サ
ー
ビ
ス

障害・⾼齢
の被疑者等

保護観察所等

不
起
訴

等

執
⾏
猶
予

更⽣保護事業の在り⽅を検討しています。

クラウドファンディングやソーシャル・インパクト・ボンド(※)

より⼀層効果的な取組の導⼊を進めています。

65歳以上
37.6%64歳以下

62.4%

同⼀罪名
再犯者
66.6%

同⼀罪名
検挙歴なし
33.4%

再犯防止の取組④再犯
防止

ポ イ ン ト

3

4

※ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）︓事業の成果に応じて委託料を⽀払う成果連動型⺠間委託契約⽅式の⼀類型で,
外部の⺠間資⾦を活⽤した官⺠連携による社会課題解決の仕組み。

⺠間資⾦の活⽤を検討しています。
など、再犯防⽌に関する活動を⾏う⺠間団体等を⽀援するための

更⽣保護施設の
ミーティングの様⼦

福祉専⾨職

満期釈放者対策の充実強化を進めています。
ポ イ ン ト １

・⽣活環境の調整の充実強化と仮釈放の積極的な運⽤
・満期釈放者に対する受け⽫や相談⽀援等の充実

成果⽬標︓令和４年までに、満期釈放者の
２年以内再⼊者数を２割以上減少

弁護⼠検察庁

仮釈放 満期釈放

令和元年版
再犯防⽌推進⽩書

満期釈放者の２年以内再⼊率は
仮釈放者の２倍以上です。

これらを踏まえて効果的な再犯防⽌の⽅策を検討します。

平成２９年
釈放事由別

２年以内再⼊率

2トンイポ

トンイポ

25.4%

１０.７%

（ ）



・出所者等であることを理解した上で
彼らを雇⽤し、⽴ち直りを⽀援して
くださる⽅々です。

協 力 雇 用

・奨励⾦等、協⼒雇⽤主の⽅々を
⽀援する制度があります。

主 に な っ て み ま せ ん か

・コレワークでは、
雇⽤ニーズに合う者がいる
刑務所・少年院の
情報提供を⾏っています。

雇 用 の 相 談 を し て み ま せ

御相談は
最寄りの

保護観察所へ

御相談は
最寄りの

コレワークへ

ボ ラ ン テ ィ ア を し て み ま せ ん か

・犯罪や⾮⾏のない地域社会の実現を
⽬指す⻘少年ボランティア団体です。

BBS（Big Brothers and Sisters Movementの略） 入会等の
お問合せは
最寄りの

保護観察所へ

のて全 皆 様 へ

再犯防⽌施策の経緯や具体的な取組について、
法務省ホームページで紹介しています。

あなたの⼀⾔が⽴ち直りのきっかけになります。
再犯防⽌施策への御理解・御⽀援をお願いします。

皆様へのお願い再犯
防止

・様々な問題を抱える少年に、兄や姉のような
⾝近な存在として接しながら⽀援します。

事業主の皆様へ

学⽣の皆様へ

ん か

・受刑者等の雇⽤に関する
御相談をお待ちしております。


